
小金井市行財政改革市民会議（第８回）次第 

 

                     日時 平成２８年９月２９日（木） 

午後６時３０分から 

                     場所 前原暫定集会施設Ｃ会議室 

 

 

１ 諮問事項の検討 

 ⑴ 第７回行財政改革市民会議について（報告）（資料１） 

  ① 財政健全化部会に向けて 落合部会長（代行：大塚委員） 

  ② 市役所改革部会に向けて 八木部会長（代行：藤田委員） 

 

 ⑵ 小金井市行財政改革プラン２０２０策定方針（資料２） 

 

 ⑶ 今後の小金井市の行財政の在り方について（中間答申）（案）（資料３） 

  ① 構成・結論 

  ② 個別内容 

  ③ 資料 

 

 ⑷ 中間答申の答申について 

  ① 市長への答申 

  ② 市議会・広報等 

 

 ⑸ 今後の検討スケジュールについて（資料４） 

 １０月 
（又は１１月） 

１１月 
（又は１２月） 

市民会議（本体） ／ ／ 

財政健全化部会 ／ ／ 

市役所改革部会 ／ ／ 

 

 

２ その他 

  行財政改革調査特別委員会 平成２８年１１月 ４日（金） 

                    １２月１６日（金） 

 

 

※ 当日配布資料 

 資料１ 「小金井市行財政改革市民会議作業部会の設置について」 

 資料２ 「小金井市行財政改革プラン２０２０策定方針」 

 資料３ 「今後の小金井市の行財政の在り方について(中間答申)（案）」 

     ※中間答申案の資料１～資料６を含む。 

 資料４ 「答申に向けた検討スケジュール（案）」 
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資料１  

小金井市行財政改革市民会議（第８回）      平成２８年９月２９日  

 

 

小金井市行財政改革市民会議作業部会の設置について  

 

１ 財政健全化部会  

 ⑴  テーマ  財政健全化について  

 ⑵  部会員  落合委員（部会長）  

       鴨下委員  

       田川委員  

       大塚委員（代行）  

       髙野委員  

 ⑶  オブザーバー  藤田委員、曽我部委員  

 

２ 市役所改革部会  

 ⑴  テーマ  市役所改革について  

 ⑵  部会員  八木委員（部会長）  

       藤田委員（代行）  

       曽我部委員  

       波多野委員  

 ⑶  オブザーバー  大塚委員、鴨下委員  

 

 

【参考】小金井市行財政改革市民会議設置要綱（裏面のとおり）  
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　　　小金井市行財政改革市民会議設置要綱

（目的）

第１条 小金井市における行財政改革を推進するに当たり、幅広い見地からの建議、助言
を得るため、小金井市行財政改革市民会議（以下「市民会議」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条　市民会議は、次に掲げる事項に関し、市長に必要な建議、助言を行う。

　(１)　行財政改革の基本方針に関すること。

　(２)　行財政改革の基本方針に基づく実施計画及び推進に関すること。

　(３)　その他、市長が必要と認める事項に関すること。

（構成）

第３条 市民会議は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員１０人以内をもって
構成する。

　(１)　学識経験者　２人以内

　(２)　市内の地域団体及びその他の団体の代表　５人以内

　(３)　市民　３人以内

２　前項第３号に定める委員の選考方法は、公募とする。

（任期）

第４条 委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただ
し、再任を妨げない。

（運営）

第５条　市民会議に会長を置き、委員の互選により選任する。

２　会長は、市民会議を招集し、会務を総理する。

３　会長に事故あるときは、会長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

４ 会長は、必要があると認めるときは、市の関係職員を出席させ、説明等を求めること
ができる。

（部会）

第６条 会長は、市民会議の円滑かつ効率的な運営を図るため、市民会議に作業部会（以
下「部会」という。 ）を置くことができる。

２ 部会は、市民会議の委員で構成し、部会長及び部会の構成委員は、会長の指名した者
をもって充てる。

３　部会は、会長が指定するテーマについて検討を行い、市民会議に報告する。

４　部会長は、必要に応じて部会を招集し、会議を主宰する。

（謝礼の支払）

第７条　委員には、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。

（会議の公開）

第８条 市民会議の会議は、公開とする。ただし、公開することが市民会議の運営に支障
があると認められるときは、会議に諮って非公開とすることができる。

（庶務）

第９条　市民会議の庶務は、企画財政部企画政策課において処理する。

（委任）

第１０条 この要綱に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が別
に定める。
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小金井市行財政改革プラン２０２０ 

策定方針 

 

１ 目的 

本市は、平成９年に小金井市行財政改革大綱を策定以来、計画的な行財政改革を

進めてきた。平成２２年に策定した第３次行財政改革大綱では、「市民協働」「公民

連携」等を基本原則として、自律した行政経営の確立を図り、市民満足度の向上を

目指すため、７７の実施項目を定め、その 推進に努めてきたところである。 

日本全体での総人口や生産年齢人口の減少等、先行き不透明な社会経済情勢の中

にあって財源の確保が一層厳しさを増している。その一方で、本格的な少子高齢社

会を迎え、子育て・子育ち支援の充実や介護等の社会保障関連経費の増加に加えて、

駅周辺のまちづくりや新庁舎の建設、あるいは公共下水道などのインフラ整備等、

多くの財源を要する将来課題が目前に山積している。このため、本市は、危機的な

財源不足に陥っていると言わざるをえない。 

危機的な財源不足を克服して将来にわたって持続可能な財政運営を実現するとと

もに、市役所を「市民の役に立つ所」「市内最大のサービス事業所」として市民サー

ビスの向上を実現していくことにより、次世代を担う子どもたちから住み続けたい、

住んでみたいと「選ばれるまち」を目指す「未来をひらく小金井市改革」に、今こ

そ責任を持って、市を挙げて取り組まなければならない。 

 

２ 新たな改革の必要性 

⑴ 行財政改革の動向 

国は、「経済財政運営と改革の基本方針２０１５」を閣議決定し、経済・財政再

生計画を着実に実行するため、平成２８年度から３０年度の３年間を集中改革期

間として改革工程表を定めている。地方行財政改革・分野横断的な課題について

も、いわゆる「トップランナー方式」の推進等が計画化され、経済・財政一体改

革推進委員会が進捗管理等を行っているところである。 

「経済財政運営と改革の基本方針２０１６」においても全ての改革項目を工程

表に従って着実に進めていくものとされ、地方の財政に係る制度の改革等に重点

的に取り組むものとされており、本市においてもそれらの影響等を調査把握し、

先取りした改革に取り組んでいかなければならない。 

⑵ 依然として厳しい財政状況 

地方消費税交付金の増額等により一時的に財政は持ち直しの兆しがあるものの、

 資 料 ２  

小金井市行財政改革市民会議（第８回）           平成２８年９月２９日 

） 
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義務的経費、とりわけ扶助費の増等により、財政状況は依然として厳しい。また、

行財政改革に係る市民意向調査においても、回答者の７２．４％が「財政健全化

に向けた取組」を進めるべきだとしている。 

これらを踏まえ、今後、「選ばれるまち」を目指す中で、更なる子育て環境の充

実をはじめとする政策へと、財源をシフトしていくことも必要不可欠あり、これ

まで以上の取組によって、「未来をひらく小金井市改革」を実行していかなければ

ならない。 

⑶ 重要課題への対応 

安定的なごみ処理体制の確立、子育て環境日本一の実現、駅周辺のまちづくり、

防災拠点としての新庁舎建設と福祉会館機能の複合化、更なる高齢化への対応、

その他公共施設の維持更新等、多額の財源を要する課題が山積している。いずれ

も将来への先送りは許されない。 

最上位計画である長期総合計画、人口ビジョンを踏まえて、まち・ひと・しご

と創生総合戦略を確実に推進し、「選ばれるまち」を目指していかなければならな

い。 

⑷ 人員配置の適正化と人材活用（人は財産） 

これまでの行財政改革により３００人を超える職員を削減し、人件費はピーク

から約４５億円の減となった。平成２７年度決算では、人件費総額は約５９億円

となり前年度対比約１億６千万円の減となったが、職員の給与については東京都

人事委員会勧告等を踏まえた改正により、平成８年度以来、初めての増となった。

また、再任用任期満了に伴う職員採用もあり、平成２８年４月１日現在の職員数

は前年比２０人増となった（この内５人は育休代替任期付職員の増による）。 

近い将来の人口減少等を見据えれば、当然のことながら安易な職員採用はでき

ない。今後については、人材育成基本方針に基づく職員の能力向上、必要とする

部門への機動的な重点配置、更には職員のワーク・ライフ・バランスや社会参加

を促すためにも、計画的な定員管理による職員数の適正化を推進していかなけれ

ばならない。 

 

３ 方針 

 ⑴ 市民にわかりやすい改革（市民目線改革） 

   市民感覚で取組を検討するとともに、目標達成に向けた改革の内容及び成果を

「見える化」し、市民に理解される行財政改革とする。 

 ⑵ 国等の動向への対応（先取り改革） 

第３次行財政改革からの継続課題のみならず、国や東京都の動向、先進自治体



3 

 

の事例を踏まえて、時代の変化をとらえた取組項目を検討する。 

⑶ 長期的な展望を見据えた集中的な改革（戦略的改革） 

真に成果をあげる行財政改革とするために、長期的な展望を見据えた計画期間

内の重点的な取組を明確化し、短期・中期・長期の取組対応を整理する。 

 

４ 計画期間 

  平成２９年度～平成３２年度（４年間） 

  本計画の計画終了時期を平成３２年度とし、長期総合計画との整合を図る。 

 

５ 策定方法 

⑴ 庁内体制 

 小金井市行財政再建推進本部設置要綱（平成７年４月１４日制定）に基づき、 

行財政再建推進本部において策定する。 

⑵ 市民参加 

市民意向調査、行財政改革市民会議への諮問及び答申並びにパブリックコメン

トを実施する。 

なお、平成２７年３月に市民意向調査を実施し、同年９月に第８期行財政改革

市民会議の委員を委嘱した。また、パブリックコメントは平成２９年２月～３月

に実施を予定している。 

 

６ 策定時期 

平成２９年３月（予定） 

第８期行財政改革市民会議の答申を尊重の上、行財政再建推進本部において成案

をまとめ、その後パブリックコメントを実施して決定し、公表する。 

 

７ 第３次行財政改革大綱の整理 

 ⑴ 平成２７年度評価が「Ａ」、「完」、「終」の実施項目について 

   原則として、第４次行財政改革大綱からは削除する。ただし、「Ａ」評価とした

実施項目の内、「３ 方針」に合致する実施項目については継続検討項目とする。 

⑵ 平成２７年度評価が「Ｂ」の実施項目について 

  原則として継続検討項目とするが、「３ 方針」に基づき、必要に応じて整理統

合するものとする。 

⑶ 平成２７年度評価が「Ｃ」の実施項目について 

   未実施項目であるため、継続項目とする。 
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８ 取組分野について 

大分野 中分野 小分野 

市役所改革 

（職員・組織改革） 

職員改革 ① 職員数の適正化・重点配置 

② 職員の意識改革 

③ 人事給与制度の改善 

④ 時間外勤務等の削減 

（ワーク・ライフ・バランスの推進） 

組織改革 ① 組織機構改革（組織改正） 

② 各部マネジメントの強化

（コスト管理等） 

財政基盤強化改革 

（歳入改革） 

歳入確保に向けた取組の強化 ① 税収確保 

② 交付金・補助金の確保 

③ 広告・ネーミングライツ等 

④ 新たな歳入の確保 

 受益者負担の基準の見直しと徹底 ① 施設利用等の有料化 

② 使用料等見直し 

業務の本質的改革 

（歳出・業務改革） 

業務の本質的な見直し ① 事業の廃止・縮小 

② コストの管理及び削減 

③ 補助金等の見直し 

 公民連携アウトソーシングの推進 ① 民営化の推進 

② 指定管理・業務委託の推進 

③ 公民連携（ＰＰＰ）の推進 

その他 その他 その他 

（別枠） 

公共施設マネジメントの推進 ① 総量の抑制 

② ＰＰＰの活用（公民連携） 

③ 保有資産の有効活用 

④ 維持管理の見直し 

  ※「公共施設マネジメントの推進」は別枠として、公共施設等総合管理計画を踏

まえて記述する。本計画策定においては、公共施設に対する取組は「公民連携

アウトソーシングの推進」等の関連分野の取組として検討する。 

 

９ 推進体制の強化 

  行財政再建推進本部の下における実行体制及び関係部署の連携並びにＰＤＣＡサ

イクルによる目標管理及び人事評価との連動を強化する。 

 

１０ 策定スケジュール 

 行財政再建推進本部 行財政改革市民会議 

平成２７年 ３月 市民意向調査 

10月 第４次行革策定方針 

 

 

９月 諮問 
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 行財政再建推進本部 行財政改革市民会議 

平成２８年 ３月 今後の行財政改革の方向性 

 

６月 骨太骨格案（たたき台） 

 

 

９月 本方針を確認、各部実施項目案照会 

10月 実施項目案取りまとめ 

11月 各部実施計画案の照会 

 

５月 骨格案（たたき台） 

 

７月 答申スケジュール変更を決定 

８月 作業部会を設置 

９月 中間答申 

平成２９年  

２月 成案策定、パブリックコメント 

３月 策定 

１月又は２月 答申 

 



小金井市行財政改革プラン２０２０策定方針
～子どもたちに「選ばれるまち」を目指す、未来をひらく小金井市改革～

改革の方針
①市民にわかりやすい改革（市民目線改革）
②国等の動向への対応（先取り改革）
③長期的な展望を見据えた集中的な改革（戦略的改革）

新たな改革の必要性
①行財政改革の動向（トップランナー方式等）

②依然として厳しい財政状況（財源不足、財源のシフト）

③重要課題への対応（ごみ処理、子育て、まちづくり等）

④人員配置の適正化と人材活用（人は財産、定員管理）

【庁内体制】

○行財政再建推進本部
策定方針の確認
実施項目案の検討（H28.9月）

○各部各課
実施計画案の検討（H28.11月）
その他実施項目の提案

○成案の策定（H29.2月）
○改革プランの策定（H29.3月）

【市民参加】

○市民意向調査
（H27.3月）

○行財政改革市民会議
（H27.9月設置）

・中間答申（H28.9月）
・答申（H29.1月又は2月）

○パブリックコメント
（H29.2月～3月）

取組分野と実施項目

大分野 中分野 小分野 実施項目

市民の役に立
つ所改革
（市役所改革）

市民に役立つ
職員改革

①職員数の適正
化・重点配置 等

市民に役立つ組織
改革

①組織機構改革
（組織改正） 等

財政基盤強化
改革
（歳入改革）

歳入確保に向けた
取組の強化

①税収確保 等

受益者負担の原則 ①有料化 等

業務の本質的
改革(歳出・業
務改革）

業務の本質的な見
直し

①事業の廃止・
縮小 等

公民連携アウト
ソーシング

①民営化の推進
等

市民目線であるべき姿を検討
（主として大分野～小分野）

今後検討
①継続
②新規

行政の現場から実現策を立案
（主として小分野～実施項目）
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資 料 ３  

 

小金井市行財政改革市民会議（第８回）            平成２８年９月２９日 

 

 

 

 

今後の小金井市の行財政の在り方について(中間答申)（案） 

 

(「小金井市行財政改革プラン２０２０」策定に向けて) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年９月２９日 

 

小金井市行財政改革市民会議 
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はじめに 

 

○平成 27 年 9 月 24 日に、第８期となる小金井市行財政改革市民会議が設置され、当時

の稲葉市長より「小金井市第 4 次行財政改革大綱策定に係る貴市民会議からの意見の取

りまとめ」の諮問が行われた。これまで７回にわたって審議を行い、小金井市における

行財政改革の意義や効果を整理するとともに、現在の課題や今後の方策について、中間

答申として取りまとめたので報告するものである。 

 

○この間、国においては平成２7 年６月 30 日に閣議決定された「経済財政運営と改革の

基本方針２０１５」（資料１）において「経済・財政再生計画」（資料２）が盛り込まれ

た。自治体の財政力を高める取組等について KPI（目標の達成度を評価するための主要

業績評価指標）を具体化して進捗を管理することなどが示され、公共施設等総合管理計

画策定から施設の集約化・複合化等を実施した団体の割合の検証や、窓口業務のアウト

ソーシングなど先進的な改革に取り組む市町村数を２０２０年度までに倍増させる目標

を打ち立て、「見える化」による情報公開、「トップランナー方式」による交付税算定によ

るインセンティブ改革の推進等が進められることとされた。 

 

○一方、小金井市においては、平成２７年度において第３次行財政改革大綱の計画期間が

終了し、平成２８年度からは計画上の空白期間となっている。早急に新たな行財政改革

に関する計画の策定が必要であることは言うまでもないが、平成 27 年 12 月 18 日に

市長選挙及び市議会補欠選挙があり、慎重な審議とともに行政側の対応も見極める必要

があったことから、この度の中間報告となったものである。 

 

○また、国は、平成２７年を地方創生元年として位置づけ、急速な少子高齢化の進行、人

口の減少に歯止めをかけるとともに、将来にわたって活力ある日本社会を維持していく

ため、「まち・ひと・しごと創生法」を制定し、日本の将来展望を示す「まち・ひと・し

ごと創生長期ビジョン」、それを踏まえた今後５か年の「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」を策定した。 

 

○小金井市においても、第４次基本構想後期基本計画と平成２７年(２０１５年)から平成

７２年（２０６０年）までを見据えた「小金井市人口ビジョン」を策定し、さらに５か

年の「小金井市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を一体的に策定している。これらを

踏まえ、将来にわたって活力ある小金井市を維持していくためにも、行財政改革に取り

組んでいく必要がある。 

 

○本中間答申により、なぜ今行財政改革に取り組むのか、市民の目線で考え、目的意識と

明確な目標を持って、改革を行政全体で進めていただくことを期待するものである。 
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１．行財政改革の必要性について 

(1) 社会経済の状況 

○日本経済は、リーマンショックや中国の景気減速を契機とした世界的な経済停滞の影響

を受け、依然として厳しい状況が続いている。さらに英国のＥＵ離脱問題が生じ、ます

ます混沌した状況となってきている。低金利どころか国債は既に 18 年債までマイナス

金利となっており、確実に言えることは、日本は未曾有の資金運用難の時代にあるとい

うことである。さらに「日本の借金」の数字は毎年増え続け、ついに 1,000 兆円を突破

したことも踏まえると日本経済の先行きが見通しづらい状況にある。 

 

○また、我が国では少子高齢化が急速に進み、これに伴う人口減少に見舞われている。小

金井市の年代別の人口構成についても、全人口に占める 65 歳以上の老年人口の割合が、

現在の２０％から平成４２年には約２４％（資料３）に達すると見込まれている。 

 

○このまま高齢者が増加していくと、医療や福祉にお金がかかり、現行制度のままでは本

市においても、財政が急速に悪化していくこととなる。 

 

(2) 小金井市の状況 

○小金井市を取り巻く環境は、社会保障関連経費の増、新可燃ごみ処理施設及び新庁舎建

設に伴う費用、また、今後見込まれる公共施設・インフラ等の維持更新費用など、多額

の財源を要する重要事業が山積し、さらには、税収減、超高齢化社会の到来、子育てに

係る諸課題などにより、今まで以上に厳しい財政運営になることが見込まれる。 

 

○ここ 20 年間、小金井市では、人件費削減や各事業の見直しによる経費節減などに取り

組んできた。この結果、平成 7 年度と２７年度を比較すると、人件費比率は 33.8％か

ら 15.3%へ（資料４）、経常収支比率は 107％から 90.8%へ（資料５）とそれぞれ改

善されてきたが、依然として厳しい財政状況にある。 

 

○しかしながら、調査では行財政改革を理解していないとする職員の割合が４９．４％に

のぼっている。行財政改革の最前線に立つ職員の意識改革が必要である（資料６）。 

 

○これらを勘案すると、小金井市がこれまでと同様の行財政運営を維持し続けることは不

可能と言わざるを得ない。もはや行政だけで解決できる状況にはないとの認識に立ち、

市民・議会・行政の三位一体で行財政改革に取り組む必要がある。そのため、企業・各

種団体・学校・地域など多様な主体が手を取り合い、これまでにない連携方策を構築し

ていくことが肝要である。 

 

○さらに、子どもからお年寄りの各世代が支えあい、安心・安全に、かつ、街全体が活気

に満ちた街づくりをするためにも、新たな時代にマッチした行財政運営の仕組みを構築

していく転換期ともいえる。将来を見据えて、持続可能で魅力ある小金井市を、次世代

に向けて構築していく必要がある。 
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〇以上を踏まえ、次世代を担う子どもたちが誇りを持って本市に住み続けたいと思えるよ

うに、「選ばれるまち」を目指す「未来をひらく小金井市改革」に、今こそ取り組まなけ

ればならない。 

 

２．行財政改革を推進するための取組について 

○歳入の根幹である税収の見込みについては、小金井市中期財政計画では平成３２年度ま

で微増が続くとされている。一方、平成２８年３月に策定された小金井市人口ビジョン

では、生産年齢人口は平成３２年度がピークになるとされ、それまでに税収は横ばいか

ら減少に向かうと考えられる。徴収率の向上のみならず、税収確保の取組を検討して進

める必要がある。 

 

○公共施設・インフラなど既存ストックの維持更新については、平成２８年度末に公共施

設等総合管理計画が策定される予定であるが、同計画を踏まえて、統廃合による総量の

抑制、民間手法の活用、計画的な財源確保等を検討していくことが求められる。 

  

○受益者負担の適正化については、近年、集会施設の有料化、一部のがん検診の自己負担

見直し、保育料の見直し等を進めているが、まだまだ不十分である。受益者負担の原則

を改めて整理して徹底する必要がある。 

   

○行政サービスについては、市民意向調査では行財政改革による行政サービスの向上に「不

満」「まあまあ不満」の合計は４８．０％に上る。近隣には行政サービス調査で日本一と

された三鷹市もあり、厳しい競争環境にあることを自覚して、先進事例に学び、水準向

上に努めていくことが肝要である。 

 

○また、行財政改革に取り組む市民・議会・行政の「三位一体の推進体制」においては、

①目標管理・コスト管理の徹底、②市民参加の機運の醸成、③根本的な職員の意識改革

の３点が重要である。前例踏襲主義からの脱却を期待したい。 

 

３．これまでの取組を踏まえた今後の行財政について 

○持続可能な行財政運営は、次世代に責任を持ち、目をそらさず、将来課題の解決のため

に必要となる財源を歳入と歳出の両面から計画的に生み出すことによって実現する。こ

のため、「選ばれるまち」を目指す「未来をひらく小金井市改革」として以下のとおり、

取り組まれたい。 

 

○歳出構造の改革については、未だ人件費の見直しの余地は多いと考えられ、職員数の増

加傾向に歯止めを掛けて総人員を抑制するとともに、業務量増が見込まれる福祉等への

重点配置を進める必要がある。 

 

○民間活力の活用については、現在、国は「公的サービスの産業化」を進めており、民営
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化やＰＰＰ（Public–Private Partnership 公民連携）を基本としている。その上で、

公的役割を勘案して、両者によることができない場合に、指定管理者制度、業務委託等

を活用するという順番になる。民間活力の活用によって、福祉等への重点配置を進める

人員の内部生み出しも可能になる。「民でできることは民で」を徹底されたい。 

 

○補助金等については、本来の趣旨に立ち返り、その必要性や効果等を第３者評価などに

よって検討されたい。特別会計への繰出金についても可能な限りその公平性の観点から

検討が必要となる。 

 

○今後の小金井市の行財政改革は、短期の「緊急対策」として、①子育て支援改革の推進、

②窓口改革の推進、③民間活力活用・市民協働、④一層の市税収納率向上、⑤受益者負

担の原則徹底、⑥事業・職員配置の総点検、⑦学識者・民間人・若手の登用などを進め、

平成２８～２９年度の前期２年間で達成されたい。 

 

○次に、中期の「経営改革」として、①打てば響く組織改革（組織改正＋各部経営の推進）、

②公共施設マネジメントの推進、③市民サービスのコスト管理、④こがねいプロモーシ

ョンの推進、⑤債権管理の改革・推進、⑥こがねい未来基金の創設などを進め、平成３

０～３２年度の後期３年間で達成されたい。 

 

○さらに、当会議としては、平成３２年度までの取組のみではなく、それに続く長期の「魅

力向上策」として、平成３３年度以降、次の事柄を検討すべきだと提案したい。それは、

①財政健全化条例の制定、②類似団体最少の職員数、③類似団体最高の市民サービス、

④厳然とした組織風土の確立・継承、⑤債権管理条例の制定、の５点である。 

 

○加えて、ここまで進めたならば、「選ばれるまち」につながるグランドデザインとして、

「自治体経営新時代」を目指すことを位置づけるべきである。①持続可能な財政＝機動性、

②学校をはじめとした公共施設の改善＝機能性、③市民サービスのさらなる向上＝職員力、

④市民が満足感の高い街づくり＝満足度、などの実現を目指すべきである。 

 

○最後に、「選ばれるまち」を目指す「未来をひらく小金井市改革」のためには、チャレン

ジしつつも、身の丈に合う実現可能な目標が必要である。平成３２年度までに経常収支

比率を３％程度改善して８０％後半とし、収支均衡と魅力向上という相反する困難なテ

ーマの実現に取り組んでいくべきである。 
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おわりに 

○今後、小金井市行財政改革会議は、本中間答申をベースに本答申へ向けて審議を進めて

いくが、今日の小金井市が置かれている状況について、全ての市民・市議会議員・市職

員が危機感を共有するとともに、行財政改革の重要性を認識し、取り組めるところから

取り組み、実現すべき事柄から早急に実現していくことが求められる。 

 

○そのためには、市長をはじめとする行政と議会の、行財政改革の動きに対する積極的な

サポートが必要となることはいうまでもない。 

 

○そして、小金井市のこのような積極的な取組が、全国の動きを先取りした新たな視点に

よる行財政改革へ展開していければ幸いである。 

 

○本中間答申が市民・市議会・行政による三位一体の行財政改革につながっていくことを

期待したい。 













H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27

「市町村財政力分析指標」（東京市町村自治調査会）

人件費
人件費比率 ＝

歳出総額
×１００

33.8 33.3 33.4
32.3

30.6

32.1

30.1 29.7

26.9
27.5

24.1 24.1 23.9

22.0 

20.1 19.9

16.9

18.6

16.6 16.6
15.3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

人件費比率の推移%

資料４



H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27

「市町村財政力分析指標」（東京市町村自治調査会）

経常収支比率 ＝
経常経費充当一般財源の額

経常一般財源総額
×１００

107.0 

111.4

103.5

106.5

101.5101.3

93.2

96.1

92.5 92.8

91.2

88.1

92.3

96.5

93.4

96.7 97.0 

99.0 

96.7

94.5

90.8

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

経常収支比率の推移%

資料５





答申に向けた検討スケジュール（案）
平成２８年 平成２９年

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

行政の取組

• 実施項目案策定
（２月）

• 成案策定
（２月）

↓ ↓
• パブリックコメント
（２月～３月）

↓ ↓
• 行財政改革プラン
策定（３月）

市民会議
（本体）

年月

小金井市行財政改革市民会議（第８回） 平成２８年９月２９日

市役所改革
部会

財政健全化
部会

改革の道筋 答申案 答申取組の方向性 策定に向けて（行政）

第１回作業部会（１０月）
〇財政健全化の道筋等を集
中的に検討する。

〇成果指標、改革の道筋、歳
入の確保、受益者負担等

第１回作業部会（１０月）

〇市役所改革の道筋等を集
中的に検討する

〇成果指標、改革の道筋、定
数管理、意識改革等

第２回作業部会（１１月）
〇取組の方向性を集中的に
検討する。

〇業務の見直し、補助金改革、
民営化・指定管理の推進等

第２回作業部会（１１月）
〇取組の方向性を集中的に
検討する。

〇組織機構改革、各部マネジ
メント強化、三位一体の推
進体制等

第３回作業部会（１月）
〇会長案（たたき台）の財政
健全化部分を検討する。

〇修正案をまとめ、市民会議
（本体）に報告する。

第３回作業部会（１月）
〇会長案（たたき台）の市役
所改革部分を検討する。

〇修正案をまとめ、市民会議
（本体）に報告する。

第１１回市民会議（１月）
○部会での検討結果を受けて修
正し、答申内容を決定する。

〇後日、市長に答申する。

第１０回市民会議（１１月）
○部会の報告を受けて、取組
の方向性を固める。

〇職員改革、組織改革、歳入確
保、受益者負担、業務見直し等

第９回市民会議（１０月）
〇部会の報告を受けて、改革
の道筋を固める。

〇成果指標、財政健全化及び
市役所改革の道筋等

※財政健全化部会、市役所改革部会は、必
要に応じて３回以上開催する場合がある。

資料４


